
 

 

上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月３日 

                    上越市長 小 菅 淳 一 

 

上越市規則第５号 

上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付規則の一部を改正する規則 

上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付規則（令和５年上越市規則第３７号）の一部を

次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

上越市粗飼料価格高騰対策支援金交付規則 

第１条中「上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金」を「上越市粗飼料価格高騰対策支援金」

に改める。 

第２条第４号中「令和５年度」を「令和６年度」に改める。 

第４条第１項中「上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付申請書」を「上越市粗飼料価

格高騰対策支援金交付申請書」に、「令和５年度」を「令和６年度」に改め、同条第２項中 

                    決定 
「上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付  通知書」を「上越市粗飼料価格高騰対策支 
                    却下 
    決定 
援金交付  通知書」に改める。 
    却下 

 「    「    

  ６２，０００円    ３７，０００円   

 別表中  ３３，０００円  を  ２０，０００円  に改める。 

  １４，０００円    ８，０００円   

   」    」  

 第１号様式中「上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付申請書」を「上越市粗飼料価格

高騰対策支援金交付申請書」に、「上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金の交付」を「上越 

 「    

  ６２，０００円   

市粗飼料価格高騰対策支援金の交付」に、  ３３，０００円  を 

  １４，０００円   

   」  

「    

 ３７，０００円   

 ２０，０００円  に、「令和５年度」を「令和６年度」に、「上越市粗飼料価格高 

 ８，０００円   

  」  

騰緊急対策支援金の申請」を「上越市粗飼料価格高騰対策支援金の申請」に改める。 



 

 

                           決定 
第２号様式中「上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付  通知書」を「上越市粗飼料 

                           却下 
    決定 

価格高騰対策支援金交付  通知書」に、「上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金の交付」 
           却下 

を「上越市粗飼料価格高騰対策支援金の交付」に、 

「    

  

１ この支援金の対象となる事業及びその内容は、    年 

   月  日付けによる交付申請書記載のとおりとする。 

 

 

２ 上越市粗飼料価格高騰緊急対策支援金交付規則に従うこと。 

 

 

 

を 

  」  

「    

  

１ この支援金の対象となる事業及びその内容は、    年 

   月  日付けによる交付申請書記載のとおりとする。 

 

 

２ 上越市粗飼料価格高騰対策支援金交付規則に従うこと。 

 

 

 

に改める。 

  」  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


